
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１０月１４日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市南方沖 

 明石港東外港南防波堤灯台から真方位１１１°１,０６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.３′ 東経１３５°００.１′） 

事故の概要  漁船明石
あ か し

丸は、西進中、また、プレジャーボートサンキャットは、

漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１０月２７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 明石丸、８.５トン 

   ＨＧ２－５２０５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート サンキャット、５トン未満（長さ６.９３

ｍ） 

   ２５０－２２８００兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが操舵室において操船

に当たり、約１２ノットの対地速力で西進中、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人を乗せ、船首を南に向

け、右舷船尾部で釣り竿
ざお

を出し、釣りを行いながら漂泊していたとこ

ろ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、西進中、船長Ａが前路の見張りを適切に行っていなかった

ことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、右舷船尾部で釣りを行い、周囲の見張りを適切

に行っていなかったことから、Ａ船に気付かなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、船長Ａが前路の見張りを適切に行っておらず、また、船

長Ｂが周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


